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おかげさまで創立70周年「連携と協調で地域を元気に！」

（解説）
佐々木 辰実（ささき・たつみ）
財務省主税局税制第二課　課長補佐

2011年に国税庁に入庁。国税庁、税務署、経済産業省での勤務を経て19年7月から現職。
現職では、消費税制度全般を担当し、令和5年度税制改正の見直しを含め、軽減税率・インボイス制度に
関する企画・立案を主導。自身もさまざまな業界・業種に向けて300回を超えるインボイス制度の説明会
の講師を担当し、1万5000人以上が受講

（解説）
田代 浩（たしろ・ひろし）
財務省主税局税制第一課　課長補佐

2005年に国税庁に入庁。国税庁、国税局、税務署、財務省主計局、内閣官房（マイナンバー制度担当）、
在上海日本国総領事館（日系企業支援担当）での勤務を通じ、22年7月から現職。税務調査や確定申告な
どに関する施策の企画・立案、税務署での現場運営といった執行当局での実務経験を生かし、現職では、
電子帳簿等保存制度をはじめ、納税環境整備に関する税制改正を担当

1　インボイス制度の執行当局における柔軟な対応
インボイス制度では、売手はインボイスを発行し、買手はインボイスを保存することで仕入れ税額控除を行

うこととなります。このインボイスの発行に当たっては、現在お使いの請求書に、①登録番号②適用税率③消
費税額を追加いただくこととなります。ここで「現在お使いの請求書」と表現しましたが、この請求書について、
これまで消費税法における「請求書等の記載事項」を意識されたことはありますでしょうか。
　あまり意識したことはなかったのではないでしょうか。そうした中、インボイス制度が始まることで、改め
てこの「記載事項」に着目することになるわけですが、この点に関し、先日の国会において注目すべき議論が
ありました。国税庁としても、まずは制度の定着を重要視し、柔軟に対応していくとの姿勢が伺えます。そのため、
制度の開始時に完璧な形で対応することはもちろん理想ではありますが、そこまで神経質に捉える必要はなく、
仮に制度がはじまってから誤りに気付いても、その都度見直していけばいい、という考えを持ってもらっても
よいのではないかと思います。

2　インボイス制度の負担軽減措置について
　さらに円滑にインボイス制度へ移行できるよう、インボイス発行事業者となる免税事業者への特例など、令
和5年度改正で次の負担軽減措置が設けられました。

（1）2割特例
インボイス制度への移行に当たり、最も寄せられていた懸念が、免税事業者がインボイス発行事業者となっ

た場合の税負担の転嫁の難しさや事務負担でした。これを可能なかぎり緩和するために、今般売上税額の2割を
納税額とできる特例を3年間も受けることとされました。
　この「2割を納税額とできる」というのは、つまり、売上税額から8割の納税控除を行うということであり、
簡易課税における業種の把握やその仕分けは不要です（そのために申告書も簡素に！）。また、確定申告時に選
択適用できるため、簡易課税のような事前の届け出もなく、大幅に事務負担が軽減されることとなります。言
い換えれば、税率ごとの売り上げさえ把握できれば申告できるということです。
　さらにフリーランスのように単一税率の売り上げしかない方は売り上げさえ把握できれば申告できます。税
負担の点でも、免税事業者の多くはサービス業に属しており、サービス業のみなし仕入率が5割であることを考
えると、多くの方の負担軽減にもつながると考えています。

（2）少額特例
インボイス制度への移行後、6年間は、2年前の売上が1億円以下の事業者が行う税込1万円未満の課税仕入れ

については、インボイス保存がなくとも仕入については、インボイスの保存がなくとも仕入税額控除が認めら
れることとされました。これによって、当分の間、少額な取引についてインボイスかどうかを確認する必要が
なくなります。

（3） 少額な返還インボイスの交付義務免除
インボイス制度への移行に当たり、売り手が負担する振込手数料の扱いについても多くの懸念が寄せられて

いました。そのため、全ての方を対象に、返還インボイスの交付義務を見直し、税込1万円未満の値引きや返品
などについては、返還インボイスの交付義務を免除することとされました。⑵の少額特例と異なり、これには
適用対象者に制限や適用期限はありません。
　なお、振込手数料について、支払手数料として処理する場合の取り扱いなど、後述の財務省ホームページに
掲載するQ&Aで示していますので、ぜひそちらもご覧ください。

（4）登録制度の見直し
現在、免税事業者については、さまざまな特例などを踏まえて制度が始まるまで様子見される方もいるかも

しれません。そうした方が制度開始後に登録すると判断した場合にスムーズに登録できるよう、登録制度が見
直されました。
　具体的には、登録申請書に記載する「登録希望日」に登録されることとなりました。なお、「登録希望日」は
申請日から15日以上空けていただく必要があります。これらの負担軽減措置のほか、インボイス制度に関する
補助金（持続化補助金、IT導入補助金）もあります。財務省ホームページでは、負担軽減措置のQ&Aを含む詳
細情報や補助金を案内していますので、こちらもぜひご覧ください。
　冒頭にも申し上げた通り、非常に多くの人が登録申請をしており、課税事業者全体に占める登録申請の割合
は9割を超えている状況です。今後の政府の取り組みとしては、今回ご紹介したような税制改正の内容を小規模
な事業者までお届けしつつ、制度の認知を広げ、丁寧な相談に応じられるような体制を強化し、制度の円滑な
導入に万全を期すこととしています。

　原油・原材料価格高騰による影響を受けている市内事業者の売上向上と、キャッシュレ
ス決済の推進を図るために下記のとおりPayPayを利用したキャンペーンを開催します。
●開催期間　�令和5年9月1日㈮〜 10月31日㈫までの2か月間
●付与上限　�2,000ポイント／回　10,000ポイント／期間
●対象店舗　�飯能市内の小規模・中規模のPayPay加盟店のうち、飯能市とPayPayが対象

店舗として指定する加盟店（対象店舗にはキャンペーンを告知するポスター
が掲出されます）

　飯能市商店街連盟では、飯能商工会議所創立70周年と市制施行70周年を記念したイベン
トを開催致します。各エリアで様々なイベントを実施しますので是非、ご来場下さい。
日時　8月26日㈰　　※エリアごとに開催時間が異なります。
●大通り商店街小町公園
第1部　12時~20時　地元商店+キッチンカーの出店

12時~17時　エアートランポリン（商工会議所駐車場）
　　第2部　18時~　飯能有名人歌謡ショー　　商店街関係者や各界代表者によるカラオケ大会
●中央通り商店街空きスペース
第1部　11時~　極冷巨大プールを使ったカラーボールを探せ大会

　　第2部　17時30分~　カラーボール袋詰め放題
●銀座商店街フカダヤ
フカダヤにてお面作りのワークショップを開催　　受付14時~15時　　体験15時~17時

1　電子取引の取引情報に係る電磁的記録（電子取引データ）の保存制度
　まず、電子取引データの保存制度についてです。令和３年度改正において、電子取引については、全ての保
存義務者において、保存要件（タイムスタンプなどの改ざん防止の要件や検索機能の確保の要件など）に従っ
て電子取引データ（原本）のまま保存しなければならないものとされました。
この点、令和４年度改正において、2022年１月１日から2023年12月31日までの間に行われた電子取引につい
ては、保存要件に従って保存できなかったことについてやむを得ない事情がある場合には、電子取引データを
出力することにより作成した出力書面の提示・提出の求めに応じることをもって、その電子取引データの保存
に代えることができるという経過措置が設けられました。
　令和5年度改正においては、システム対応が間に合わなかった事業者などへの対応として、現行の経過措置は、
適用期限の到来をもって廃止することとしつつ、保存要件に従って電子取引データの保存ができなかったこと
について相当の理由があると認める場合（事前手続き不要）には、出力書面の提示・提出の求めに応じること
に加え、その電子取引データのダウンロードの求めに応じることができるようにしておけば、保存要件を不要
として、その電子取引データの保存を可能とする猶予措置を整備することとしています。
　この「相当の理由」については、従前の経過措置のように必ずしも「やむを得ない事情」がなかったとしても、
事業者の実情に応じて柔軟に猶予措置を適用することが可能となることを明確化したものです。
　さらに、猶予措置の適用までは必要なく、保存要件に従って保存する場合について、保存要件の一つである
「検索機能の確保の要件」についても見直しを行うこととしています。具体的には、電子取引データのダウンロー
ドの求めに応じることを前提に、全ての検索機能の確保の要件が不要となる売上高基準を、現行の「1千万円以下」
から「5千万円以下」に引き上げるととも
に、電子取引データを出力することにより
作成した書面（整然とした形式および明瞭
な状態で出力され、取引年月日や取引先ご
とに整理されたものに限る）の提示・提出
の求めおよびその電子取引データのダウ
ンロードの求めに応じることができるよ
うにしているときは、全ての検索機能の確
保の要件を不要とすることとしています。
見直し後の電子取引データの保存方法は、
（図表1）のいずれかの方法で対応してい
ただく必要があります。

2　スキャナ保存制度
　次に、スキャナ保存制度については、要件の緩和を行います。具体的には、①国税関係書類に係る記録事項
の入力（読み取り）を行う者などの情報を確認できるようにしておくことを不要とする、②国税関係書類をスキャ
ナで読み取った際の情報（解像度・階調・大きさ）の保存を不要とする、③帳簿の記録事項との間に、相互に
その関連性を確認することができるよう求める書類を、「重要書類」に限定するといった内容です。

3　電子帳簿等保存制度
　最後に、電子帳簿等保存制度についてです。
（図2）にある通り、令和3年度改正において、
事後検証可能性の高い電子帳簿については、優
良な電子帳簿として過小申告加算税の軽減措置
を設けることにより普及を促進することとしつ
つ、その他の電子帳簿についても、正規に簿記
の原則に従うなど一定の要件を満たす場合には
電子帳簿として電子データのまま保存すること
を可能としたところです。令和5年度改正にお
いては、信頼性の高い電子帳簿へのさらなる移
行を目指す観点から、過小申告加算税の軽減措
置の対象となる優良な電子帳簿について、その
範囲を合理化・明確化することにより、一層の
普及・一般化を図ることとしています。

　以上、令和5年度改正においては電子帳簿等保存制度全般を見直したところですが、今後とも、税務関係手続
きのデジタル化を通じ、適正・公平な課税の実現に加え、事業者などにおける経営状態の可視化による経営力
の強化、バックオフィスの生産性の向上につなげていく必要があると考えています。

財務省担当官が分かりやすく解説！　インボイス＆電帳法、令和5年度税制改正でこう変わる
※文中、意見にわたる部分は、筆者個人の見解となります。※本文は、日本商工会議所ニュースを一部転載しています。

❶インボイス制度への対応や負担軽減措置について

PayPay で飯能市のお店を応援しよう！　
PayPay ポイントが最大30%戻ってくるキャンペーン実施
（飯能市施行70周年・飯能商工会議所創立70周年）

商店街連盟＋飯能商工会議所創立70周年
＋市制施行70周年記念事業開催について

❷電子帳簿等保存制度の見直しについて



6,500円

　今月の予定 令和 5年（2023年）8月
 

　エネルギー・物価高騰、コロナ禍からの再起、デジタル化等の対応といっ
た事業環境変化の影響を受ける中小・小規模事業者の経営相談や補助金申
請などの相談に応じます。
●期間　令和5年8月1日~令和6年1月31日まで
●対象　中小企業・小規模事業者（会員、非会員問わず）
●相談時間　1相談2時間まで
●専門家　中小企業診断士
●場所　飯能商工会議所
●申込み方法　事前予約制　
●相談範囲　経営相談全般・補助金に関すること
※詳しくは、飯能商工会議所中小企業相談所担当までお問合せ下さい。

「泳ぐ」 伊藤恵美里（愛知県在住）

プールで泳ぐ男の子を描きました。

※の相談会は事前予約が必要になります。
★ の出張相談所は、直接「よろず支援拠点窓口」TEL：0120-973-248 へ

お申込下さい。

8月3日㈭・4日㈮ 9時30分
　　～ 12時

インボイス制度及びそれに伴う消費税申告
における臨時無料相談

9日㈬ 13時～ 事業承継・譲渡・廃業相談※

14日㈪ 10時～ 働き方・労務相談※

14日㈪ 10時～ 特許・商標・著作権相談※

14日㈪ 13時～ 日本政策金融公庫相談※

18日㈮、25日㈮ 19時
　　～ 21時 はんのう起業スクール

21日㈪ 13時30分～ 経営法律相談※

8日㈫、24日㈭ 9時30分
～ 16時30分 埼玉県よろず支援拠点無料経営相談★

一般社団法人障がい者アート　協会ホームページ　https://www.borderlessart.or.jp/

飯能商工会議所では、障がい者アート協会の主旨に賛同し毎月、創作作品を紹介していきます。
紹介することで、著作物利用料・創作活動応援費として経済的支援につながります。
作品のご活用は、SDGs17の目標のうち、8･9･10の3点達成に向けた取り組みとなります。
会員の皆様で趣旨に賛同される方は、是非ご活用ください。

飯能商工会議所
ホームページ

飯能商工会議所 検索

飯能商工会議所
ホームページ

http://www.hanno-cci.or.jp/
e-mail：info@hanno-cci.or.jp

専門家の経営相談（相談無料）
事業環境変化対応型支援事業




